
北海道宗谷総合振興局林務課

治山施設個別施設計画

令和３年３月

宗谷総合振興局林務課



１．基本的事項

 北海道宗谷総合振興局林務課が管理する個別施設計画対象の治山施設は令和２年度末現在で

２，０４８施設あり、そのうち施工から５０年以上経過した施設は２５４施設（全体の１２％）

となっている。

 これから１０年後には、５０年以上経過する施設は７２２施設（全体の３５％）となり、

急速な老朽化が見込まれ、その補修や更新などに要する経費の増大が懸念される。 

 これらの施設は、急峻な山地や土石流の恐れがある渓流に設置されており、人家、道路、公共

施設などの重要な保全対象を抱えているものが多く、近年の局地的な豪雨や地震等の大規模災害

発生の恐れもあることから、早期に予防保全型維持管理を導入したトータルコストを抑えた効率

的・効果的なメンテナンスサイクルの構築を図る必要がある。 

 これらのことから、「北海道宗谷総合振興局林務課 治山施設個別施設計画」を策定し、

点検診断や維持管理・更新を適切に実施することで治山施設の⾧寿命化を図ることとする。

【年度別治山施設個別施設数】

【施工からの経過年数割合】 【施工からの経過年数割合】
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施工年度

12%

23%

23%

42%

令和２年度末

50年以上 40～49年 30～39年 29年以下

35%

23%

22%

20%

令和１２年度末

50年以上 40～49年 30～39年 29年以下
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２．対象施設

 本計画の対象とする施設は、道が管理する治山施設のうち「北海道治山施設 個別施設計画策

定マニュアル」に示す除外規定に該当する施設を除く２，０４８施設であり、効率的な計画の

実行を行うためには「まとまった区域」毎に地区設定することが有効であることから、宗谷

総合振興局管内を２３地区に分け設定した。

 また、「北海道治山施設 個別施設計画策定マニュアル」に示す除外規定とは、主に次の３項

目で、抽出方法は以下のフローに示す。

①維持管理・更新等の必要性が認められない施設（施設の効果により健全な森林に回復など）

②第三者への影響が限定的な施設（保全対象の消失等、直ちに人命・財産に影響を及ぼさない施設など）

③事後的な措置により対応する施設等（自然復旧の補助として設置した鉄線かご、丸太等の簡易な材料

 の施設など）

【個別施設計画の対象施設（対象外施設）の抽出フロー】

３．計画期間

 本計画の策定年度である令和３年度から令和１２年度までの１０年間を計画期間とし、

５年目及びその他の事由により計画見直しが必要な場合は随時見直しを行うこととする。
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４．施設の状態等

 本計画の策定のため実施した点検・診断により把握された施設の状況と施設周辺の森林状況

を踏まえた、施設全体の「健全度」別施設数については、次のとおりである。

「健全度」

施設全体の

健全度

健全度Ⅰ

健全度Ⅱ

健全度Ⅲ

健全度Ⅳ

５．保全対象の状況等

 保全対象の重要度は、個別施設を含む施行地が保全する区域の状況が以下①～④の該当項目

数により評価し、施設全体の「保全対象の重要度」別施設数については、次のとおりである。

 「保全対象の重要度」

保全対象の

重要度

１

２

３

４

2048 100.0%

2048 100.0%

評価のポイント

人家等がある場合該当

国道・道道・市町村道がある場合該当

災害時要配慮者施設など上記以外の重要保全対象がある、

もしくは人家が10戸以上ある場合該当（①に加点）

施設損傷により直ちに影響がある場合該当

割 合

23.7%

53.7%

21.5%

1735

227

59

27

441

施設数

485

1100

22

施設や周辺の状態

異常なし又は軽微な損傷等

損傷等が認められるが、施設全体の機能は維持

されている。

損傷等が認められ、施設全体の機能の低下が生

じる可能性がある。

割 合

84.7%

11.1%

2.9%

1.1%

1.3%

施設数

著しい損傷等により、施設全体の安定性や強度

が低下している。

１項目が該当

２項目が該当

３項目が該当

個別施設を含む施行地が

保全する 区域の状況

①人家が保全される

②国道・道道・市町村道が

保全される

③その他加点事項 

④上記①～③のいずれかが

施工区域直下にある

４項目が該当

上記①～④の該当項目数
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６．対策の優先度

 個別施設計画優先度は「健全度」と「保全対象の重要度」から、次のクロス表により判定する。

 優先度は大別して「高」「中」「低」と分類し整理するが、図で示すＡ～Jの詳細優先度（Ａが

最も高くＪが最も低い）により点検診断の頻度、個別施設計画の予定時期を決定する。

 施設全体の「計画の優先度」別施設数については、次のとおりである。

「計画の優先度」 

計画の

優先度

高

中

低

「地区の優先度」 

 個別施設計画の実施時期は、個別施設の詳細優先度を考慮して策定する必要があるが、効率的

な計画実施のため、各地区にある個別施設の詳細優先度（Ａ～Ｊ）状況から「地区優先度」を

設定し、①から④の順で実施時期を設定する。

 これにより、各２３地区の地区優先度は次のとおりである。

④

Ａ−Ｆを含む

Ａ−Ｆを含まない

ＥʼＦʼを含む
（点検頻度 5年/1回）

①

③

ＥʼＦʼを含まない
（点検頻度 10年/1回）

②

2048 100.0%

41 2.0%

74

1933

「健全度」Ⅲ 「保全対象の重要度」３ ほか

「健全度」Ⅱ 「保全対象の重要度」３ ほか

「健全度」Ⅰ 「保全対象の重要度」３ほか

3.6%

施設数 割 合

94.4%

対象となる施設の例

地区
番号

地区名
地区

優先度
A B C D E F E' F' G H I J 計

1 稚内市(中央) ① 1 8 1 15 8 138 171

2 稚内市(富士見～声問) ① 1 2 2 9 34 11 1 60

3 稚内市(宗谷) ② 2 1 5 21 78 1 108

4 猿払村 ④ 5 32 15 52

5 浜頓別町 ④ 7 7

6 中頓別町 ② 3 28 32 63

7 枝幸町 ④ 1 51 46 98

8 豊富町 ④ 1 1 12 14

9 礼文町(須古頓～浜中) ① 1 1 1 3 4 20 51 19 100

10 礼文町(鉄府～西上泊) ① 1 2 2 1 4 11 25 21 67

11 礼文町(弁財泊～幌泊) ④ 27 33 6 66

12 礼文町(高山) ② 1 1 1 7 16 38 29 93

13 礼文町(上泊～起登臼) ② 1 1 1 2 21 24 4 54

14 礼文町(香深井～手然) ① 1 6 1 3 9 24 52 5 101

15 礼文町(津軽町～会所前) ① 2 1 2 7 30 92 9 143

16 礼文町(尺忍～差閉) ② 2 7 19 64 12 104

17 礼文町(奮部～知床) ① 3 2 3 19 42 14 83

18 礼文町(元地) ② 1 3 9 33 25 71

19 利尻町(沓形) ② 1 4 3 15 5 61 89

20 利尻町(仙法志) ① 3 1 7 1 18 3 129 2 164

21 利尻富士町(鴛泊) ① 1 1 8 10 10 20 26 32 108

22 利尻富士町(⿁脇) ② 1 3 26 17 68 38 153

23 幌延町 ② 1 3 1 74 79

計 2 2 9 41 23 9 1 39 137 442 939 404 2048
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７．対策内容と実施時期

  「４．施設の状態等」から、個別の施設毎に講じる対策を検討した結果、補修・機能強化・

更新が必要なものは健全度Ⅲ・Ⅳの８６施設である。それ以外の１，９６２施設については

経過観測・点検診断を実施する。 

 実施時期は設定した地区毎に「６．対策の優先度」を参考に、実施時期を策定した。

 補修・機能強化・更新については、特に期間の前半に実施するよう計画を策定し、点検診断

の実施については、点検診断マニュアルより、地区優先度①及び③については５年に１回、②

及び④については１０年に１回とした。

 なお、対策の内容や実施時期に大きな変更を生じる場合は、随時計画を見直す。 

 各地区の個別施設計画は【別紙１】のとおり。

８．対策費用

 本計画における⾧寿命化対策に必要となる費用の見通しは総額約４億８，５００万円である。

 なお、この金額は計画策定時点における概算であり、具体の工事発注時における詳細な設計

や今後の災害発生状況等や社会情勢の変化により、費用の見通しに変動が生じる場合がある。

 「年度別対策内容（費用）」

年度 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断 200 500 500 600 400 300 300 400 500 200

維持作業 200 1,100 900

補修 2,100 1,800 3,400 600 800

機能強化 8,400 4,500 7,300 6,500

更新 2,000 5,000

対策費用 2,300 12,700 13,600 9,600 8,600 300 300 400 500 200

48,500

(単位：万円）
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【別紙１】

【個別施設計画一覧表（２３地区）】

№ R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

1 補○ 機 ○

2 機○ ○

3 機補○ 維

4 ○

5 ○

6 機補○

7 ○

8 ○

9 補○ 維 ○

10 機補○ 維 ○

11 ○

12 補○

13 補更○ 維

14 機更○ 維 ○

15 機補○ ○

16 機補○

17 ○ 維 ○

18 機○

19 機補○

20
機補

更○
維 ○

21 機補○ ○

22 機○

23 機補○

礼文町(奮部～知床)

礼文町(元地)

利尻町(沓形)

利尻町(仙法志)

利尻富士町(鴛泊)

利尻富士町(⿁脇)

猿払村

幌延町

礼文町(鉄府～西上泊)

礼文町(弁財泊～幌泊)

礼文町(高山)

礼文町(上泊～起登臼)

礼文町(香深井～手然)

枝幸町

豊富町

礼文町(須古頓～浜中)

礼文町(津軽町～会所前)

礼文町(尺忍～差閉)

機：機能強化  補：補修  更：更新  維：維持管理  ○：点検診断

地区名

稚内市(中央)

稚内市(富士見～声問)

浜頓別町

中頓別町

稚内市(宗谷)
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【個別施設計画一覧表（２３地区費用）】 （単位：万円）

№ R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

1 2,300 400 200

2 3,100 100

3 1,200 500

4 100

5 100

6 1,500

7 100

8 100

9 700 100 100

10 2,600 100 100

11 100

12 1,700

13 2,200 100

14 2,100 600 100

15 1,500 200

16 1,200

17 100 300 100

18 1,100

19 1,700

20 7,900 500 200

21 4,200 100

22 5,200

23 3,900

0 2,300 12,700 13,600 9,600 8,600 300 300 400 500 200 0 0 0

中頓別町

枝幸町

豊富町

礼文町(須古頓～浜中)

礼文町(鉄府～西上泊)

礼文町(弁財泊～幌泊)

稚内市(中央)

計

地区名

礼文町(高山)

礼文町(上泊～起登臼)

礼文町(香深井～手然)

稚内市(富士見～声問)

稚内市(宗谷)

猿払村

浜頓別町

礼文町(津軽町～会所前)

礼文町(尺忍～差閉)

礼文町(奮部～知床)

礼文町(元地)

利尻町(沓形)

利尻町(仙法志)

幌延町

利尻富士町(鴛泊)

利尻富士町(⿁脇)
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【地区別個別施設計画】

【稚内市(中央)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度A
補修

点検

診断
個別施設

詳細優先度D
補修

機能

強化

点検

診断
個別施設

詳細優先度E'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度F'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断

【稚内市(富士見～声問)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度C

機能

強化

点検

診断
個別施設

詳細優先度D

機能

強化

点検

診断
個別施設

詳細優先度F'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

点検

診断

【稚内市(宗谷)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度D

機能

強化

維持

管理
個別施設

詳細優先度E
補修

個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

【猿払村】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度H

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

【浜頓別町】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
地区優

先度④

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

【中頓別町】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度E
機能強化

補修

個別施設

詳細優先度I

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

地区番号２

地

区

優

先

度

①

地区番号４
地

区

優

先

度

④

地区番号３

地

区

優

先

度

②

地区番号５

地区番号６
地

区

優

先

度

②

地

区

優

先

度

①

地区番号１
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【枝幸町】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度H

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

【豊富町】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度H

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

【礼文町(須古頓～浜中)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度B
補修

点検

診断
個別施設

詳細優先度D
補修

点検

診断
個別施設

詳細優先度F

点検

診断

維持

管理

点検

診断
個別施設

詳細優先度F'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

点検

診断

【礼文町(鉄府～西上泊)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度D

維持

管理
個別施設

詳細優先度E

機能

強化

点検

診断
個別施設

詳細優先度F
機能強化

補修

点検

診断
個別施設

詳細優先度F'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

点検

診断

【礼文町(弁財泊～幌泊)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度H

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

地区番号８

地

区

優

先

度

①

地区番号１１
地

区

優

先

度

④

地

区

優

先

度

④

地

区

優

先

度

④

地区番号９

地

区

優

先

度

①

地区番号１０

地区番号７
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【礼文町(高山)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度C
補修

個別施設

詳細優先度D
補修

個別施設

詳細優先度F
補修

個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

【礼文町(上泊～起登臼)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度A
更新

個別施設

詳細優先度D

維持

管理
個別施設

詳細優先度E
補修

個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

【礼文町(香深井～手然)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度C
更新

点検

診断
個別施設

詳細優先度D

維持

管理
個別施設

詳細優先度F

機能

強化

点検

診断
個別施設

詳細優先度F'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

点検

診断

【礼文町(津軽町～会所前)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度D
機能強化

補修

点検

診断
個別施設

詳細優先度E
補修

点検

診断
個別施設

詳細優先度F'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

点検

診断

地区番号１２

地

区

優

先

度

②

地区番号１３

地

区

優

先

度

②

地区番号１４

地

区

優

先

度

①

地区番号１５

地

区

優

先

度

①
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【礼文町(尺忍～差閉)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度E
機能強化

補修

個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

【礼文町(奮部～知床)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度D

維持

管理
個別施設

詳細優先度F'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

点検

診断

【礼文町(元地)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度F

機能

強化
個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

【利尻町(沓形)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度C
補修

個別施設

詳細優先度D
補修

個別施設

詳細優先度E
機能強化

補修

個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断

地

区

優

先

度

②

地

区

優

先

度

①

地区番号１６

地

区

優

先

度

②

地区番号１７

地区番号１８

地

区

優

先

度

②

地区番号１９
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【利尻町(仙法志)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度C
更新

維持

管理

点検

診断
個別施設

詳細優先度D

維持

管理
個別施設

詳細優先度E
機能強化

補修

維持

管理

点検

診断
個別施設

詳細優先度F'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

点検

診断

【利尻富士町(鴛泊)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度B

機能

強化

点検

診断
個別施設

詳細優先度C

機能

強化

点検

診断
個別施設

詳細優先度D
機能強化

補修

点検

診断
個別施設

詳細優先度F'

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

点検

診断

【利尻富士町(⿁脇)】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度C

機能

強化
個別施設

詳細優先度E

機能

強化
個別施設

詳細優先度G

点検

診断
個別施設

詳細優先度H

点検

診断
個別施設

詳細優先度I

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

【幌延町】

R2 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度D

機能

強化
個別施設

詳細優先度F
機能強化

補修

個別施設

詳細優先度H

点検

診断
個別施設

詳細優先度J

点検

診断

地区番号２０

地区番号２３

地

区

優

先

度

②

地

区

優

先

度

①

地区番号２１

地

区

優

先

度

①

地区番号２２

地

区

優

先

度

②
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